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まえがき 

スペクトル管理に関する事業者間協議において、ＡｎｎｅｘＡ（ＯＬ）からの干渉影

響に対して最低確保伝送速度が合意されているが、ＴＴＣ標準に明記されておらず透

明性に欠けると考える。 

ＪＪ１００．０１第２版でスペクトル適合性が確認されている遠距離ユーザ用のシステム

（ＬＤ－ＴＩＦ１グループ、ＬＤ－ＴＩＦ２グループ、Ｇ－Ｂｏｏｓｔワイド、ナロー）

の干渉により、Ｇ．９９２．１ＡｎｎｅｘＡの上り信号速度が２００ｋｂｐｓ以下になる

場合がある。 

本寄書では、スペクトル管理の基本精神である「既存方式の利用者に対し許容できない

ような干渉の影響が生じないようにする」に従い、被干渉シスペクトル適合性判定の条

件のひとつとしてＪＪ１００．０１において保護基準下限値を設定すること並びに下限

値の適用クラスを提案する。 

 

提案１ 保護基準下限値の設定 

スペクトル管理に関する事業者間協議における合意（平成１５年４月２４日）に基づ

く２００ｋｂｐｓを保護基準下限値を設定することを提案する。 

上述の最低確保伝送速度はＡｎｎｅｘＡ（ＯＬ）から干渉の影響に対して合意されたも

のであるが、他に合意された或いは技術的根拠のある数値がないので、基準下限値とし

てこの２００ｋｂｐｓを提案する。 

２００ｋｂｐｓの保護基準下限値を適用した場合の利用制限を表１に示す。 

 

提案２ 保護基準下限値を適用するシステム 

下記の伝送システムを除く総ての伝送システムに対する影響に関して、保護基準下限値

を新しい伝送方式のスペクトル適合性の判断に適用する。 

 ＩＳＤＮ 

 Ｇ．９９２．２ＡｎｎｅｘＡ 

 自身の伝送性能値が２００ｋｂｐｓに達しないシステム 

 事業者が保護基準下限値の適用を要求しないシステム 



（補足） 

設定クラスＡ、A’の伝送システムの対する影響に関しては、この保護基準下限値と

従来と同様な保護判定基準値を、新しい伝送方式のスペクトル適合性の判断に適用

する。 
以上 
 

 

 

 

 

表１  保護基準下限値を適用した場合の線路長制限 
 

伝送システム クラ

ス 
第 2版の保護判定基準値による利
用制限 

保護基準下限値を適用して場合

の利用制限 
G.992.1 Amendment 1 
Annex C profile 3 
(FBMsOL) 

 
Ｂ 

・収容制限なし 
・線路長制限なし 

 

・線路長制限あり 
・ 限界線路長 4km 

G.992.1 Amendment 1  
AnnexC profile 3 
(FBMsOL)  
EU-G 

B ・収容制限なし 
・線路長制限なし 

 

・線路長制限あり 
・ 限界線路長 4km 

G-Boostワイド B ・収容制限なし 
・線路長制限なし 

線路長制限あり 
  限界線路長 ４km 

LD-TIF1 
LD-TIF2 

B ・収容制限なし 
・線路長制限なし 

線路長制限あり 
  限界線路長 ４km 

G.992.1 Amendment 1  
AnnexC profile 3 
(FBMsOL)  
EU-32 ～ EU-64 

B ・収容制限なし 
・線路長制限なし 

 
線路長制限あり 

  限界線路長 ４km 

LD-TIF1 EU-32 ～ 
LD-TIF1 EU-64 

B ・収容制限なし 
・線路長制限なし 

線路長制限あり 
  限界線路長 ４km 

LD-TIF1 EU-32 ～ 
LD-TIF1 EU-64 

B ・収容制限なし 
・線路長制限なし 

線路長制限あり 
  限界線路長 ４km 

G-Boost ナロー B ・収容制限なし 
・線路長制限なし 

線路長制限あり 
  限界線路長 ４km 

 


